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平成30年度 第２回 鎌倉市国民健康保険運営協議会会議録 

 

１ 日 時   平成30年８月23日（木）  午後１時15分から２時10分まで 
 

２ 場 所   本庁舎４階 ４０２会議室 
 

３ 出席委員  和田 猛美、石井 正夫、栗山 翔一、髙井 久雄、沢辺 節、

千代 美和子、蔵並 貴子、島田 博、山内 由光、 

金林 茂、矢澤 基一、梅澤 秀子、阿部 美弥子 

                             以上 13名 
 

４ 出席職員  内海健康福祉部長、大澤健康福祉部次長、森保険年金課長、

井上課長補佐、桐戸担当係長、押山担当係長、森事務職員、

藤野事務職員 
 

５ 議事日程 

（１）平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計決算の概要について 

（２）国保特定健診・特定保健指導の実施状況の報告について 

（３）その他 

 

６ 会議の内容 

（１）会議概要 

・ 開会（保険年金課長） 

・ 会長挨拶及び議事進行（和田会長） 

・ 本協議会の成立の旨及び傍聴者の報告（事務局） 

・ 開会宣言（和田会長） 

（２）議事概要 

議題１ 平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計決算の概要につ

いては、森課長の説明の後、質疑は無く、報告内容については了承さ

れた。 

     

議題２ 国保特定健診・特定保健指導の実施状況の報告については、

押山担当係長の説明の後、質疑に入った。概要は次のとおり。 
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    石井委員   人間ドックの助成を行うとあるが、どこの医療機関で

もできるのか。また、助成金額はいくらか。 

    井上課長補佐 平成30年度については、４つの指定医療機関と協定を

結んでいる。指定医療機関以外でも、日本人間ドック学

会の定める人間ドック基本項目を満たす人間ドックを受

診した場合、償還払いという形で9,124円をお返しするこ

とができる。特定健診を受けた方と同じように健診デー

タをいただき、数値が悪い場合には保健指導について案

内をする。 

    石井委員   ４つの指定医療機関とはどこか。 

    井上課長補佐 大船中央病院、清川病院、額田記念病院、湘南記念病  

          院の４つの医療機関である。これらの医療機関で受診し 

          た場合は、9,124円が差し引かれた金額で人間ドックを受

診できる。 

    森課長    日本人間ドック協会の定める基準を満たしていれば、

どの医療機関で受診しても助成を受けることができる。

しかし、最初から割り引いた金額で受診できるのは４つ

の指定医療機関である。指定医療機関以外で受診した場

合、領収書と受診結果等があれば9,124円の助成金額を償

還する。市外の病院で受診しても助成することができる。  

 

質疑終了後、議題２の報告内容については了承された。 

  

その他の事項として、第３回運営協議会の日程を報告し、これを以っ

て、平成30年度第２回鎌倉市国民健康保険運営協議会は終了した。 


